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広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

広島市民病院の中央棟、西棟、北棟、管理棟は設備等の老朽化が著しく建替えが必

要な状況であることから、これを前提として将来の広島市民病院が担うべき医療機能

について、基本的な考え方を整理したところである。 

本業務においては、専門的な知見を有する事業者から責任ある助言や提案を受ける

ことにより、基本的な考え方をさらに具体化し、建替えに向けて、将来の病院のあり

方について検討を進めるものである。 

 

２ 業務の概要 

(１) 業務名 

広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務 

(２) 業務内容 

「広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務仕様書」のとおり。 

(３) 履行場所 

広島市立広島市民病院 

広島市中区基町７番３３号 

(４) 履行期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 提案見積上限金額 

４０，４４８，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

  ただし、提案見積上限金額を上回る場合は欠格とする。 

 

４ 担当部署 

〒７３０－８５１８ 

広島市中区基町７番３３号 

広島市立広島市民病院事務室企画課企画係（以下「企画課企画係」という。） 

ＴＥＬ ０８２－２２１－２２９１ 

ＦＡＸ ０８２－２２３－５５１４ 

電子メール  hiroshimin-hosp@hcho.jp 

 

５ スケジュール 

mailto:hiroshimin-hosp@hcho.jp
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主なスケジュール次のとおり。 

（１） 公示日 

令和７年２月２５日（火） 

（２） 質問受付期限 

令和７年３月５日（水） 

（３） 参加申込期限 

令和７年３月１７日（月） 

（４） 企画提案書提出期限 

令和７年３月２５日（火） 

（５） プレゼンテーション 

令和７年３月下旬（予定） 

（６） 契約締結 

令和７年４月上旬（予定） 

（７） 履行開始 

令和７年４月１４日（月）（予定） 

６ 参加申込み 

（１） 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 消費税及び地方消費税の納税証明書（写しでも可） 

「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書「その３」「そ

の３の２」「その３の３」のいずれかの写し。〔電子納税証明書は不可〕証明

年月日が参加表明書提出日から３か月前の日以降のものに限る。 

ウ 広島市税の納税証明書（写しでも可） 

「令和○○年○月○○日直近の証明可能な日以前に納付すべき市税につ

いて、滞納の税額がない。」旨の記載のある本市の納税証明書の写し。証明

年月日が参加表明書提出日から３か月前の日以降のものに限る。なお、広島

市税の納税義務者でない場合は、広島市税の滞納がない旨の「申立書」（様

式１０）を提出すること。 

エ 業務実績（様式２－１、２－２、２－３） 

オ 「広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務 公募型プロポーザル手続

開始の公示」３（２）のうち、「広島市以外の地方公共団体において同等の

登録を行っていること。」に該当する場合は、これを証明するもの。 

カ 誓約書（様式３） 

(２) 提出部数 

１部 
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(３) 申込期間 

公示日から令和７年３月１７日（月）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休

日を含む。）を除く毎日の午前８時３０分から午後５時まで。 

(４) 提出場所 

上記４に同じ。 

(５) 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。(３)申込期間

までに必着のこと。） 

 

７ 質問の受付及び回答 

(１) 質問書の様式 

様式４を使用すること。 

(２) 受付期間 

公示日から令和７年３月５日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休日

を含む。）を除く毎日の午前８時３０分から午後５時まで。 

(３) 受付場所 

上記４に同じ。 

(４) 提出方法  

質問書を、前記(3)へ電子メールの添付ファイルとして送信し、送信後に到達

を電話確認すること。  

(５) 質問に対する回答  

質問者に直接回答（電子メール）するほか広島市立病院機構（以下、「病院機

構」という。）のホームページへ掲載する。 

 

８ 企画提案書の提出 

(１) 提出書類（指定様式はＡ４判とする。）  

企画提案書（様式５）に次の書類を添付し提出すること。  

提案者名 住所、商号・名称、代表者職氏名 の記載及び押印は正本のみに行い、

副本には提案者名の記載及び押印はしないこと。また、提案者名が類推できる表

現は記載しないこと。  

ア 実施方針（様式６）  

イ 実施体制（様式７）  

ウ 業務の実施内容及び手法（様式８）  

エ 提案見積書（様式９）  

(２) 提出部数  
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正本１部、副本１０部  

提出書類ア～エの番号順、様式番号順にフラットファイル等に綴じて提出する

こと。また、 ＣＤ-Ｒ若しくはＤＶＤ-Ｒ等に電子データを記録し、１部提出す

ること。  

(３) 提出期限  

令和７年３月２５日（火）までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休日を含む。）

を除く毎日の午前８時３０分から午後５時まで。  

(４) 提出場所  

上記４に同じ。  

(５) 提出方法  

持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。）により提出す

ること。 

持参の場合は、土日祝日を除き、各日午前９時から午後５時までとする。また、

郵送の場合は、提出期限までの必着とする。 

 

９ 審査方法 

(１) 優先交渉権者の選定の審査は、広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務公

募型プロポーザル方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。委員

の構成は次のとおりである。 

委員長  広島市民病院病院長 

副委員長 広島市民病院事務長 

委員   広島市民病院 総務課長 

本部事務局次長 

本部事務局 財務課長 

本部事務局 施設整備課長 

北部医療センター安佐市民病院 医療情報センター企画担当課長 

(２) プレゼンテーション日程等 

ア 日時 

令和７年３月下旬（予定） 

開始時間等の詳細は、対象者に電子メールで通知する。 

イ 場所 

広島市民病院管理棟２階 大会議室（予定） 

ウ 次第 

(ア) 担当部署からの説明 

(イ) 企画提案書による提案（１提案３０分以内） 
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(ウ) 質疑応答 

(エ) 提案者退場 

(オ) 審査 

エ その他 

プレゼンテーションの際に備品等（例 パソコン、プロジェクターなど）を使

用するときは、事前に担当部署に連絡し、その指示に従うこと。 

また、出席者の人数は３人以内とし、説明者は、本業務に従事予定の「統括責

任者」又は「主任担当者」とすること。 

(３) 審査基準 

審査項目 配点 

業務実績 ５０ 

業務実施体制 １５０ 

企画提案内容 ６００ 

プロジェクトマネジメント ５０ 

機関決定プロセスへの関与

及び成果物の取りまとめ 
５０ 

価格 １００ 

合計 １，０００ 

(４) 受託候補者の選定 

ア 応募参加資格を満たしていない者、失格要件に該当する者及び提出書類に不

備がある者のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外する。 

イ 審査委員会において、評価点が最も高い者を受託候補者として選定する。 

ウ 評価点が最も高い提案をしたものが２者以上いる場合には、各提案者の「企

画提案に対する評価(委託経費の見積に係る評価点を除く。)」を比較し、その

評価点の高い者を受託候補者として選定する。 

  

１０ 審査結果の通知 

審査結果（応募者全員の商号及び点数）は、病院機構ホームページで公表するこ

とをもって通知とする。なお、審査結果に対する異議申し立てはできないこととし、

質問は一切受け付けない。 

 

１１ 契約の方法 

（１) 契約の締結 

受託候補者は、広島市立広島市民病院医療機能検討支援業務に係る随意契約の

優先交渉権者とする。優先交渉権者との協議が整った場合は契約を締結する。な
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お、優先交渉権者との協議が不調となった場合は次点者を交渉権者とし、契約締

結に向けて協議を行う。 

（２) 契約締結日 

令和７年４月上旬（予定） 

（３) 履行開始日 

令和７年４月１４日（月）（予定） 

（４） 契約の条件 

別紙「委託契約書（案）」のとおり 

（５） 契約保証金 

契約締結日までに、契約金額予定総額（消費税及び地方消費税込み。）の１

００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。 

ただし、病院機構の契約規程第２８条第１項第１号又は第３号に規定する契

約保証金の免除の要件に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。詳細

は、「契約保証金の納付等について」を参照のこと。 

 

１２ その他 

（１） 本件に関して作成する書類等において使用する言語は日本語、通貨は日本国

通貨とする。 

（２） 必要な資格を有しない者又は企画提案書の提出に関する条件に違反した者が

提出した企画提案書は無効とする。 

（３） 参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに要する費

用は、提案者の負担とする。 

（４） 提出された参加表明書及び企画提案書等は返却しない。 

（５） 参加表明書及び企画提案書は提出期限後においては、差替え、再提出ができ

ない。また、参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載等の不正の行為があった

場合は、審査の対象から除外する。 

（６） 提出された参加表明書及び企画提案書に係る内容は、受託候補者選定の目的

以外に提案者に無断で使用しない。ただし、広島市情報公開条例（平成１３年

広島市条例第６号）第７条に基づく開示請求があったときは、法人等の競争上

又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示

請求者に開示する。 

（７） 公募に参加しようとする者は、審査委員会の委員との間に利害関係がなく、

本件の受託候補者決定の公表までの間において、本件に関して、審査委員会に

直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかける

ことを禁ずるものとする。 


